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Ⅰ 計画策定にあたって 

 １ 計画策定の経緯と目的  

福岡市では、「男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現」を目指して、

平成 16（2004）年４月に「福岡市男女共同参画を推進する条例」（以下「条例」とい

う。）を施行し、男女共同参画社会の実現に向けた基本理念や、市の責務と市民・事業

者・自治組織及び教育に携わる者の役割を定めました。 

この条例に基づき、平成 18（2006）年３月に「福岡市男女共同参画基本計画」（以

下「第 1 次基本計画」という。）を策定し、以降２度の改定を行いながら、男女共同参

画社会の形成に向けた諸施策を推進してきました。 

「福岡市男女共同参画基本計画（第３次）」（以下「第３次基本計画」という。）策定

から５年が経過し、少子・高齢化のさらなる進展や労働力人口の減少など、社会経済

情勢が大きく変化する中、改めて、今後５年間に福岡市が市民とともに取り組むべき

施策の方向と内容を明らかにするため、「福岡市男女共同参画基本計画（第４次）」（以

下「第４次基本計画」という。）を策定するものです。 

 

２ 策定の背景 

  (1) 国際的な動き 

   平成 7（1995）年に中国・北京で開催された第４回世界女性会議において、国際的な  

男女共同参画の規範となる「北京宣言及び行動綱領」が採択されてから 25 年が経過し、 

国際社会においては、国際連合（以下「国連」という。）等による男女共同参画推進に

関する取組みが進むとともに、各国において、政治分野、経済分野等での女性の進出

が顕著になっています。  

平成 27(2015)年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」において「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられています。その 17

の目標の一つとして「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を

行う」が掲げられ、2030 年までに誰一人取り残さないことを目指して取り組むことが

宣言されています。  

また、諸外国においては、クオータ制の浸透や強制力を持った法制化の進展などにより、

政治分野、経済分野での男女格差は縮小しているなかで、同分野での女性進出が遅れてい

る日本は、令和元（2019）年に公表されたジェンダーギャップ指数において、主要７か国

（Ｇ７）で最低の 121 位（153 か国中）となっています。（※ジェンダーギャップ指数 121

位／153 か国中）  

 

(2) 国内の社会情勢の 変化 

  我が国では、晩婚化・未婚化の進展などに伴い、令和元（2019）年の出生数が 86 万５ 

千人で、過去最低を大きく更新するとともに、令和元（2019）年の高齢化率が 28.4％とな

るなど、社会・経済の担い手不足を懸念する声が高まっており、多様な人材の能力の活用
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等の観点から、重要な担い手としての女性の役割が期待されています。 

   しかし、女性が妊娠・出産等により就業を中断する、いわゆるＭ字カーブは解消されつ 

つありますが、非正規雇用が多く、特に増加傾向にある単身世帯や、離婚等によるひとり

親世帯では、生活困窮に陥りやすい状況にあります。 

また、「男は仕事、女は家庭を守るべき」という男女の固定的な役割分担意識は着実に解

消しつつあるものの、男性が家事・育児関連に費やす時間は諸外国と比較して未だに低水

準で、男性の育児休業取得率も 10％に満たないなど、男性の行動が変容するまでには、意

識改革が進んでいない状況が見受けられます。 

介護についても、平成 24（2012）年 10 月から 29（2017）年 9 月までの 5 年間に介護・

看護のために仕事を辞めた人は約 47 万人、うち 75％は女性であり、女性は事実上、子育

て、家事、介護などの負担を一手に引き受けている状況となっています。 

こうした状況の中、我が国の社会全体においても長時間労働の解消や正規・非正規にか

かわらない公正な待遇の確保など、働き方改革に向けた動きがようやく緒に就いたところ

であり、ワーク・ライフ・バランスの実現と、多様で柔軟な働き方や生き方を可能にする

社会、持続可能で多様性に富んだ社会の構築が求められています。 

しかし、令和元（2019）年末に発生し、令和２（2020）年に世界中で爆発的に感染

が広がった新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）により、世界規模でのサプライ

チェーンの混乱、需要の低迷などが発生し、今後、大幅な経済環境、雇用環境の悪化

が予想されます。  

   このような急激な環境の変化に際しては、非正規雇用者など、社会的・経済的に立

場の弱い方に大きな影響が出る傾向にあり、収入の大幅減、さらには失業等に追い込

まれ、生活に困窮する方が増加する可能性もあるため、こうした方々の生活を支える

「非常時」における支援が課題となっています。  

  

 (3) 国等の動き ※国の第５次計画にあわせて見直す  

 平成 30（2018）年 5 月に、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候

補者の数ができる限り均等となることを目指す「政治分野における男女共同参画の推

進に関する法律」が公布・施行され、地方公共団体においてもその推進が責務とされ

ました。  

  また、平成 30（2018）年 7 月に、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、 

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目指す「働き方改革を推進するための

関係法律の整備に関する法律」が公布され、ワーク・ライフ・バランスの実現や、個々

の事情に応じた多様で柔軟な働き方の選択が実現できる社会が求められています。  

令和元年（2019）６月には、女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環

境の整備を目指す「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正

する法律」が公布され、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、パワーハラスメ

ント等の防止対策の強化などが定められました。  

ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）に関しては、児童虐待防止
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対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、令和元（2019）年

６月には、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法

律」が成立し、その中で「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

（以下「ＤＶ防止法」という。）も改正されました。児童虐待と密接な関連があるとさ

れるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、ＤＶ被害者の相談支援を行う機関と

相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されるなど、ＤＶ

被害者支援と児童虐待対応との連携の強化が求められています。  

さらに、福岡県においても、平成 31（2019）年３月に、「福岡県における性暴力を

根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が公布され、条例の全面施行に向けて、

具体的方策等の検討が進められています。  

   国においては、令和 2（2020）年 12 月に「第５次男女共同参画基本計画」（計画期  

間：令和 2（2020）年～令和６（2024）年）が策定され、「女性も男性も全ての個人が、

互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現」を掲げています。  

※【また、今後取り組むべき喫緊の課題の一つとして「実効性のある」積極的改善

措置の推進を挙げ、社会のあらゆる分野において、「2020 年までに指導的地位に占め

る女性の割合を 30％程度にする」目標を掲げ、政府自ら女性の採用・登用の拡大や仕

事と家庭の両立支援について率先した取組を行っています。】  

※【 】内は、国の計画にあわせて修正  

 

３ 第３次基本計画の評価と今後の課題 

第３次基本計画では、6 つの基本目標と 19 の施策の方向を定め、特に重要と認めら

れる「重点的に取り組む施策」として、「男女平等教育の推進」「配偶者等からの暴力

の防止及び被害者の保護」「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進」「働

く場での女性活躍の推進」「市の政策・方針決定過程への女性の参画促進」「地域にお

ける女性リーダー育成と男女共同参画の推進」の６項目を積極的に推進してきました。 

また、毎年度、個別事業の実施状況を福岡市男女共同参画審議会に報告し、特に重

要と認められる 11 の「重点評価項目」の成果について、審議会による評価を行い、そ

の結果を公表しています。  

これらにより、第３次基本計画の実効性を確保するとともに、男女共同参画社会の

実現に向けた諸施策を、市民、企業、自治組織及び学校等と連携しながら、総合的か

つ計画的に推進してきました。  

第３次基本計画における主な取組みと成果、数値目標の達成状況、今後の課題は次

のとおりです。  
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（１）主な取組みと成果 

◆男女平等教育の推進  

子どもの頃からの性別にとらわれない自己形成ができるよう、小・中学校における  

男女平等教育や、教育関係者を対象とした研修を実施するとともに、中学生向け出前

セミナーを全中学校で実施しました。  

中学生向け副読本については、平成 29（2017）年度に改訂し、令和元年度より中  

学生向け出前セミナーで活用するなど、活用率向上に向けた取組みを行い、令和元  

（2019）年度の活用率は 73.9％で、前年度よりも 20 ポイントの伸びとなりました。  

また、男女混合名簿の採用率については、小学校は平成 29（2017）年度に 100％  

を達成し、中学校は令和元(2019)年度に９割を超えました。  

 

◆配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護  

 配偶者等からの暴力防止については、相談窓口を周知するカードの配布を、従来配

布していた区役所や市民センターなどの公的機関に加え、商業施設等でも行うなど広

報・啓発を進めました。さらに、若年層に対する予防啓発として、デートＤＶ防止啓

発カードやポスターを中学・高校や大学・専門学校等にて、学生や教職員向けに配布・

掲示するとともに、市立高校等でデートＤＶ防止教育講演会を実施しました。  

また、配偶者暴力相談支援センターをはじめとする関係機関が連携して、相談対応

から自立まで切れ目のない支援に取り組みました。  

 

◆仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進  

企業での出前型セミナーや講演会の実施、社会貢献優良企業優遇制度「次世代育成・

男女共同参画支援事業」の認定など、企業のワーク・ライフ・バランスの普及・促進

に取り組み、企業においてもその意識が着実に浸透してきています。  

   市役所においても、全ての職員が職業生活と家庭生活の両立を図れるよう、時間外

勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進、両立支援制度の周知や柔軟な働き方に資する

制度の整備など、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。  

   また、男性職員の家事育児参画を促進するため、子どもが生まれる男性職員が上司

と面談し、計画的に休暇を取得できるよう育児計画書を作成するなどの取組みを行っ

ており、男性職員の育児休業等の取得率が増加しています。  

 

  ◆子育て・介護支援の充実  

保育需要の増加に対応するため、多様な手法により保育所等の整備を進め、待機児

童数を減少させるとともに、延長保育や休日保育の拡充など多様な保育サービスを実

施しました。  

児童虐待防止については、相談体制の充実、関係機関とのネットワークの強化など

により、虐待の未然防止や早期発見・早期対応、再発防止に取り組みました。  

また、介護に直面した場合でも、離職せずに仕事と介護の両立ができるよう、情報
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提供やアドバイスを行う相談窓口として、平成 28（2016）年７月に「働く人の介護サ

ポートセンター」を開設しました。  

 

◆働く場での女性活躍の推進  

平成 28（2016）年８月に「ふくおか女性活躍 NEXT 企業見える化サイト」を創設

し、企業における女性活躍や、働きやすい職場環境づくりへの取組みを公表・PR する

とともに、女性のリーダー育成のための研修を開催することで、女性の活躍促進を支

援しています。  

また、就業による自立を目指す女性を支援するため、福岡市男女共同参画推進セン

ター・アミカス（以下「アミカス」という。）ではハローワーク等と連携した、再就職

を支援する講座や、女性の起業を支援するセミナーを開催するとともに、資格取得や

技能修得のための各種講座を実施しました。  

ひとり親世帯の自立を支援するため、企業合同面談会を開催するとともに、ひとり

親家庭支援センターにおいて就業情報の提供、就業支援講習会などを実施しました。  

 

◆市の政策・方針決定過程への女性の参画促進  

法律や条例に基づき設置される市の審議会等委員への女性の参画を促進するため、

委員を選任する段階で各担当課との事前協議を徹底するとともに、庁内の推進体制で

ある福岡市男女共同参画推進協議会において、審議会等委員への女性の参画促進につ

いて強く働きかけを行い、女性委員のいない審議会等は、平成 28（2016）年度に解消

されました。  

また、市役所内では、平成 29（2017）年度に一部改訂された「福岡市職員の人材育成・

活性化プラン（改訂版）」において、女性職員の活躍推進を重点取組みに位置付けるとと

もに、特定事業主行動計画に基づき、職員の意識改革やキャリア形成支援、男女が共に仕

事と生活を両立できる働きやすい職場環境づくりを進めています。本市職員における女性

管理職の割合は、15.5%（令和２年５月１日現在）となり、令和 2（2020）年度の目標値

である 15％程度を達成しています。  

   

◆地域における女性リーダー育成と男女共同参画の推進  

平成 23（2011）年度に創設した福岡市独自の男女共同参画週間（みんなで参画ウィ

ーク：11 月 3～９日）に合わせて、市が週間の周知やコーディネーターの派遣など、

校区の活動を支援する一方、140 を超えるほぼ全ての校区で研修や広報・啓発など、

男女共同参画を推進する取組みが主体的に行われました。  

また、地域における女性のリーダーを育成するため、平成 28（2016）年度～令和元

（2019）年度に、地域活動を行ううえで必要なスキルを学ぶ「地域女性活躍チャレン

ジ塾」を開催し、受講者の中から、自治協議会の役員や公民館長に新たに就任される

など、取組みの成果が表れています。  

アミカスでは、地域による男女共同参画に関する講座・講演会の企画を支援するた
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め、男女共同参画推進サポーターや寸劇隊の派遣などを実施しました。  

 

（２）数値目標の達成状況 

   第３次基本計画では、計画期間（平成 28 年度～令和２年度）中に達成すべき数値  

目標として次の５項目を設定しました。達成状況は以下のとおりとなっています。  

①社会全体で見た場合の男女の地位が平等になっていると思う人の割合  

 

 

 

 

 

 

資料：平成 25 年度 市男女共同参画社会に関する意識調査  

平成 30 年度 市政に関する意識調査  

社会全体で見た場合の男女の地位が平等になっていると思う人の割合は、全体で 1.3 

ポイント減少し、目標値に対して大きな乖離があります。目標の達成に向けては全社

会的な意識の変革、行動の変容が求められるものであり、第 4 次基本計画では、中長

期的な参考指標に位置づけることとしました。  

 

  ②男女の固定的な役割分担意識の解消度（「男は仕事、女は家庭を守るべき」という  

固定概念をもたない市民の割合）  

 初期値  

（平成 26 年度）  

目標値  

（令和２年度）  

現状値  

（令和元年度）  

女性  66.0% 75.0% 76.5% 

男性  60.9% 70.0% 68.2% 

資料：平成 26 年度 市基本計画の成果指標に関する意識調査  

令和元年度 市基本計画の成果指標に関する意識調査  

 

男女の固定的な役割分担意識の解消度について、女性は令和元年度に 76.5％となり、

目標を達成しています。  

男性は緩やかに増加していますが、目標達成は厳しい状況です。  

 

  ③企業における女性管理職比率  

  初期値  

（平成 26 年度）  

目標値  

（令和２年度） 

現状値  

（令和元年度）  

企業の女性管理職比率  10.0% 12.0% 11.3% 

   資料：平成 26 年度 市女性労働実態調査  

令和元年度 市女性活躍推進に関する事業所等実態調査  

 初期値  

（平成 25 年度）  

目標値  

（令和２年度） 

現状値  

（平成 30 年度）  

全体  14.3% 30% 13.0% 

女性  9.8% ―  9.2% 

男性  21.2% ―  18.8% 
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   企業における女性管理職比率は、11.3％であり、平成 26 年度より 1.3 ポイントの  

微増となっています。  

    

  ④福岡市役所における女性管理職比率  

 

 

資料：総務企画局人事課 ５月１日現在の割合  

 

福岡市役所における女性管理職比率は、15.5％となり、目標を達成しています。  

 

  ⑤福岡市の審議会等委員への女性の参画率、女性委員のいない審議会等の解消  

資料：市民局男女共同参画課  

 

審議会等委員への女性の参画率については、平成 27 年度より 1.7 ポイントの微増とな  

っています。※令和２年の参画率に変更  

女性委員のいない審議会等は、平成 28 年度に解消しています。  

 

（３）今後の課題 

   平成 16（2004）年の条例施行から約 15 年、さらに、第３次基本計画に基づく様々

な施策を 5 年間推進してきましたが、現状を見ると、次のとおり依然として多くの課

題が残されています。  

 

◆ライフステージに応じた男女共同参画意識の浸透  

男女共同参画意識については、近年、男女ともに高まる傾向にありますが、年代が上が

るのに応じて、特に男性において低くなる傾向が見られており、年代ごとに受けてきた教

育、家庭や社会での体験などの違いにより、意識に差が生じているものと考えられます。 

   ただ、若い世代の男性においても、男女共同参画意識が行動に結びついていない人も多  

く、今後は、そもそも男女共同参画に無関心な人への意識啓発に加え、意識の変化が行動    

の変容へとつながるよう、対象者の年代やライフステージに応じた実効力のある取組みを  

推進していく必要があります。  

 

 

 初期値  

（平成 27 年度）  

目標値  

（令和２年度）  

現状値  

（令和２年度） 

課長以上の比率  11.0% 15％程度  15.5% 

 初期値  

（平成 27 年度） 

目標値  

（令和２年度）  

現状値  

（令和元年度） 

女性の参画率  33.7% 40.0% 35.4% 

女性委員のいない審議会等  １  ０  ０  



 
 

9 

◆配偶者等からの暴力（DV）の防止や貧困などの困難を抱える女性への支援  

平成 30（2018）年度の「市政に関する意識調査」において配偶者等から暴力を「受け

た経験がある」と回答した人の割合は、精神的、身体的、性的のいずれにおいても減少傾

向にありますが、一方で、暴力を受けた際には、男女ともに「がまんした」と回答した人

が最も多くなっています。このため、安心して相談できる窓口の周知に加え、被害者に寄

り添った支援を行うことが必要とされています。  

また、暴力を未然に防ぐために必要な意識を定着させていくには若年層に向けて早期に

教育を行うことが重要であることから、若年層のＤＶに関する理解を深めることが課題と

なっています。さらにＤＶ被害者の相談支援を行う機関と児童相談所など児童虐待に対応

する相談機関との連携強化が求められています。  

 また、女性は、妊娠・出産等により就業を中断すると、正規労働に就きにくく、生活上

の困難に陥りやすい状況にあることから、ひとり親世帯や高齢の単身世帯への支援を行っ

ていく必要があります。  

 

◆ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた男性の意識改革  

   労働時間の短縮、男性の育児休暇等の取得率向上などワーク・ライフ・バランスの実現

に向けた制度上の環境整備が進み、男性の意識に一定の変化は見られるものの、依然とし

て家事・育児、さらには介護などの担い手が女性に偏っている状況であり、行動の変容に

向け一層の意識改革への取組みが求められています。 

   また、育児や介護、さらには高齢化に伴う本人の病気治療など、フルタイムで働けない

様々な事情を抱えた労働者が増えており、男女ともに多様で柔軟な働き方が選択できるよ

う、企業におけるワーク・ライフ・バランスを一層推進していくことが必要です。  

 

◆あらゆる分野の働く場における女性の進出と活躍の実現  

   25 歳から 44 歳までの女性の就業率は上昇し、いわゆるＭ字カーブは着実に解消されつ

つありますが、一方で、出産・育児等で退職する女性も多く、その場合、再度働きたいと

思っても、正規での就労は難しいのが実情です。 

   また、企業の女性活躍推進に向けた取組みも未だ不十分であり、女性管理職の数も、女

性自身が管理職を敬遠する意識が高いこととも相まって、諸外国と比較して大きく後れを

取るなど、働く場における男性中心の意識・慣行は解消されていません。 

   働く場における男女間の不平等を解消し、均等な機会と待遇が確保されるよう、企業へ

の啓発などを行うとともに、女性のキャリアアップや能力、意識の向上を支援していく必

要があります。 

 

  ◆意思決定過程への多様な視点の反映  

   市の審議会等委員への女性の参画率は 35.4％（※令和２年度に時点修正必要）、市職員

における女性管理職の比率は 15.5％と、ともに増加傾向にあるものの、より高い目標が求

められている状況であり、地域における諸団体の長への女性就任比率についても、日常的
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な地域活動への女性の活発な参画に比して、21.1％という低い数値になっています。 

   意思決定過程には多様な視点の反映が必要であり、審議会等委員への女性の参画率向上

に向けたきめ細かな対応や、市の女性職員のキャリア形成を積極的に進めるなど、女性が

活躍できる環境づくりを進めるとともに、まちづくりの共働パートナーである自治協議会

においても、地域の自主性を尊重し、共感を得ながら、意思決定過程への女性の参画促進

に向けた支援を充実する必要があります。  

 

 ◆推進体制上の課題  

これまで、総合的な企画調整を行う部署と、拠点施設であるアミカスとが、それぞれの

役割を果たしながら連携し、地域支援の窓口としての区役所とともに、市のあらゆる施策

が男女共同参画の視点で開催され、市民的広がりを持つよう取組みを進めてきました。 

これにより、市民の意識向上に一定の効果は出ていますが、今後、より一層効果的・効

率的に事業を実施し、意識の向上を行動の変容へと繋げていくためには、市民とともに活

動し、その声を直接聞くことのできるアミカスにおいて、事業の企画・立案など、総合的

な企画調整機能を強化していくことが必要だと考えています。 
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Ⅱ 第４次基本計画の基本的考え方 

 １ 福岡市が目指す姿  

 

 

平成 27(2015)年の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」が採択され、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標５に「ジェンダーの平等

を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」ことが掲げられており、世界中

がこの目標の実現に向けて、官民を挙げた取組みを進めています。  

 

国においても、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」、「働き方改

革を推進するための関係法律」、「女性の職業生活における活躍に関する法律」など、

働き方改革、女性活躍に向けた法律の制定・改定が行われ、企業等における制度等の

整備も進展するなど、我が国における男女共同参画推進に向けた機運は着実に高まり

つつあります。  

 

また、福岡市では、第９次福岡市基本計画において「生活の質の向上」と「都市の

成長」の好循環を創り出すことを都市経営の基本戦略として掲げ、分野別目標の一つ

として、「一人ひとりが心豊かに暮らし、元気に輝いている」を設定しています。そ

の実現に向けて、「すべての人の人権が尊重されるまちづくりと男女共同参画の推進」

などに取り組み、男性・子ども・若年層を含め、あらゆる人に男女共同参画意識の浸

透を図っていくことなどが示されています。これは、誰もが思いやりをもち、すべて

の人にやさしいまち「ユニバーサル都市・福岡」の実現にもつながるものです。  

 

これまで、第１次から第３次基本計画までの 15 年間において、個々を尊重し合い、

性別にかかわりなく一人ひとりが輝ける社会を、市民の共感を得ながら、市民ととも

に作り出すことを目指して、男女共同参画社会の実現を阻害するおそれがある社会通

念、慣行、偏った意識、制度等を改める取組みを進めており、市民の意識にも一定の

変化が生まれてきています。  

 

こうした意識の変化が、一人ひとりの行動変容につながるよう、啓発から実践へと、

次のステージへステップアップを図るため、ライフステージに応じた実効力のある取

組みを進め、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会

の実現を目指します。  

 

第４次基本計画では、第３次基本計画の理念を引き継ぎながら、市が市民とともに

目指す姿を掲げ、男女共同参画社会の実現に向けた取組みをさらに進めることとしま

した。

性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会 
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福岡市が目指す男女共同参画社会 

 

基本目標１ あらゆる年代・性別で男女共同参画意識が浸透した社会 

あらゆる年代・性別の市民が、自らの意思で多様な生き方を選択できるととも

に、他の人の異なる考えや生き方をも尊重しながら、家庭，地域，職場，学校な

ど、あらゆる場でその個性と能力を十分に発揮できる社会を目指します。 

 

基本目標２ あらゆる暴力が根絶されるとともに、誰もが安心して暮らせる社会 

配偶者等からの暴力、セクシュアルハラスメント、性犯罪など女性への暴力を 

はじめとするあらゆる暴力が根絶されるとともに、貧困、高齢、障がい等により

困難を抱える人が安心して暮らせる社会を目指します。 

 

基本目標３ 仕事と生活の調和が実現した社会 

従来の働き方が制度・意識の両面から改善され、誰もが働く場における責任を

果たすとともに、多様な働き方の選択などにより、仕事と生活の調和を図りなが

ら、家事・育児，介護，地域活動などにおいて責任と充実感を分かち合い、男女

が共に暮らしやすい社会を目指します。 

 

基本目標４ 働く場において女性が能力を発揮して活躍できる社会 

男女の待遇や教育、昇進等の機会が均等に確保されるなど、企業において女性

活躍の取組みが進み、女性がそれぞれに望むキャリアパスを描いて働き続けるこ

とができる職場環境がつくられ、男女がその能力を発揮することで企業活動も活

性化し、活力ある社会を目指します。 

 

基本目標５ あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会 

市の審議会等委員、市役所の管理職などの女性比率が一層高まり、市の政策・

方針決定過程に男女が共に参画するとともに、地域においては、諸団体の長への

女性の就任が進み、男女共同参画の視点をもって、身近な暮らしの場での地域課

題の解決に取り組むことにより、様々な立場を考慮した政策等の立案・実施が可

能になる社会を目指します。 
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２ 第４次基本計画の位置づけ 

 

 (1) 国及び福岡県の男女共同参画基本計画との関連 

男女共同参画社会基本法（第 14 条第３項）に基づき、国及び福岡県の男女共同参画

基本計画を勘案することとし、特に、第４次基本計画策定作業とほぼ同時に進められ

た国の第５次男女共同参画基本計画を参考にしました。  

 

(2) 市条例の具体化  

福岡市男女共同参画を推進する条例（第 11 条）では、「市長は、男女共同参画の推

進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画を策定しなければ

ならない」と定めています。  

この第 4 次基本計画は、今後、福岡市が取り組むべき施策の基本的な方向を示すと

ともに、男女共同参画の推進に関する具体的施策の実施計画としての役割を果たすも

のです。  

  

(3) ＤＶ防止法との関連 

ＤＶ防止法（第２条の３第３項）に基づき、基本目標２「施策の方向１ 配偶者等 

からの暴力の防止及び被害者の保護」の部分を、市町村基本計画と位置づけています。 

 

(4) 女性活躍推進法との関連 

女性活躍推進法（第６条第２項）に基づき、基本目標３と基本目標４の部分を、市

町村基本計画と位置づけています。  

 

(5) 市総合計画との関連 

福岡市基本構想・第 9 次基本計画(平成 24(2012)年 12 月策定、目標年次は令和４

（2022）年度との整合性を図ります。  

 

 

３ 第４次基本計画の体系 

35～38 ページ  
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４ 重点的に取り組む施策   

本市の現状と課題、国の動き、社会経済情勢の変化等を踏まえ、次の 5 項目に重点

的に取り組みます。 

 

(1) ライフステージに応じた男女共同参画意識の啓発 

若年層への男女共同参画に対する意識啓発のため、小・中学校における男女平等教

育や教職員を対象にした研修の充実を図るとともに、男女共同参画やワーク・ライフ・

バランスについて学び、性別にとらわれないキャリア形成への意識を高めることを目

的とした出前セミナーを市内中学校で実施します。 

また、福岡市男女共同参画週間（みんなで参画ウィーク）や各校区の男女共同参画

協議会の活動支援など、広く男女共同参画意識の啓発を行います。 

さらに、男女の固定的な役割分担意識の解消に向けて、学生や子育て世代、さらに

は中高年などを対象に、各ライフステージに応じた、共感を得られる内容の出前セミ

ナー等の取組みを、関係機関や地域などと連携して進めていきます。 

 

(2)  配偶者等からの暴力被害者の支援及び暴力の未然防止 

配偶者等からの暴力を受けた被害者が被害を我慢することなく相談し，支援につな

げられるように、相談窓口の周知に努めます。 

被害者の立場に立ち、相談対応から保護・自立まで切れ目のない支援を進めるため

に，関係機関と連携して配偶者等からの暴力防止に関する施策の一層の充実・強化に

努めます。 

また、暴力の未然防止のため、若年層を含むあらゆる世代に対して暴力防止啓発の

取組みをより充実させていきます。 

 

(3) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

   男性も家事・育児、介護等の家庭生活や、地域活動等で積極的な役割を果たすよう意

識を改革し、行動の変容へと繋げていくため、男女の固定的な役割分担意識の解消に

向けた研修、出前セミナー等を、業界団体や企業などと連携して実施するとともに、

具体的な取組み事例の積極的な紹介など、国や県とも連携して、多様で柔軟な働き方

の普及促進に努めます。 

   また、令和４（2022）年度から、策定義務が 101 人以上の企業にまで拡大される、

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を支援するとともに、働き方改革

に積極的に取り組む地場企業を、市が発注する工事等の入札等に際し、優先的に指名

するなど、多様で柔軟な働き方の普及促進に努めます。 

 さらに、多様な手法により保育の受け皿を確保するとともに、介護離職を防止する

ための相談対応を行うなど、仕事と育児や介護を両立できる環境づくりに取り組みま

す。 
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(4) 働く場での女性活躍の推進 

   働く場において、より多くの女性が、リーダーとして自覚と自信をもって能力を発

揮できるよう、キャリアアップや能力向上の支援を行うとともに、女性をはじめとす

る多様な視点の導入がもたらすメリットについて企業の理解を促進し、女性活躍推進

法に基づく一般事業主行動計画の策定支援や、各企業における女性活躍の「見える化」

を推進するなど、女性が活躍しやすい環境づくりに取り組みます。 

また、女性が出産・育児、介護などのライフイベントを経ても、希望に応じた働き

方が選択できるよう、女性の起業支援のさらなる充実に取り組むとともに、就業支援

やスキルアップの支援を行います。 

 

(5) 市の政策・方針決定過程への女性の参画促進 

審議会等の女性委員の参画率向上に向けて、法律・条例等に基づかない協議会等も

含めて、女性委員の参画率を個別に透明化するなど、各担当部署での取組みを促進す

るとともに、庁内の推進組織である「福岡市男女共同参画推進協議会」において、目

標値達成に向けた働きかけを行います。 

また、市役所内においては、特定事業主行動計画に基づき、女性職員の活躍を支援

する取組みを進めるとともに、市役所における率先した取組みを企業に紹介します。 

さらに、地域における女性の活躍を推進し、地域活動への多様な人材の参画を図る

ため、女性リーダーの人材育成や、地域、諸団体の自主的な男女共同参画推進の取組

み支援、自治協議会への男女共同参画の意識啓発に向けた出前講座などを行います。 
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５ 数値目標及び参考指標 

数 値 目 標 

計画期間中に本市が達成すべき数値目標として、基本目標ごとに、次の 7 項目を設定し

ます。 

 

（単位：％） 

５ 

 

●福岡市の審議会等委員への女性の参画率 

 
40 

35.4 

（2019 年８月１日現在） 

●福岡市役所における女性管理職比率 

 
20 

15.5 

（2020 年５月１日現在） 

 

基本 

目標 
項  目 目標値 現状値 

１ 

●男女の固定的な役割分担意識の解消度 

「男は仕事、女は家庭を守るべきである」という 

考え方に否定的な人の割合 

【市基本計画の成果指標に関する意識調査】※参考 

市総合計画の目標値（2022 年度） 

    女性 80％、男性 75％ 

女性 80 

男性 80 

女性 76.5 

男性 68.2 

（2019 年度） 

２ 

●配偶者等からの暴力について相談できる窓口の 

認知度 

「相談できる窓口を知らない」と答える市民の割合 

【市政に関する意識調査】 

女性 10 

男性 10 

女性 20.3 

男性 21.0 

（2018 年度） 

●中高生の「デートＤＶ」についての理解度 

デートＤＶについて「内容を知っている」と 

答える中高生の割合 

【市青少年の意識と行動調査】 

中学生 50 

高校生 80 

中学生 20.0 

高校生 52.3 

（2018 年度） 

３ 

●企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の 

必要性の認識度 

「ワーク・ライフ・バランス推進に取り組む必要が 

ある」と思う事業所の割合 

【市女性活躍推進に関する事業所等実態調査】 

85 
74.7 

（2019 年度） 

４ 

●企業における女性管理職比率 

【市女性活躍推進に関する事業所等実態調査】 

15 
11.3 

（2019 年度） 
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参 考 指 標 

計画の進捗状況をわかりやすく示す指標として、参考指標を設定します。 

 

 

 

基本目標 項目 現状値 

１ 

〇男女共同参画週間「みんなで参画ウィーク」の認知度 

「内容を知っている」人の割合 

【市政に関する意識調査】 

3.1％ 

（2018 年度） 

〇女性が職業を持つことに対する考え 

「ずっと職業を持っている方がよい」と考える人の割合 

【市政に関する意識調査】 

41.2％ 

（2018 年度） 

２ 

〇配偶者等から暴力を受けたことがある人の割合 

（精神的暴力、身体的暴力、性暴力） 

【市政に関する意識調査】 

女性 36.5％ 

男性 26.2％ 

（2018 年度） 

〇配偶者等から暴力を受けた際、我慢した人の割合 

  

【市政に関する意識調査】 

女性 46.0％ 

男性 50.1％ 

（2018 年度） 

３ 

 

○企業における男性の育児休業取得率 

【市女性活躍推進に関する事業所等実態調査】 

5.1％ 

（2019 年度） 

〇乳幼児の父親・母親の１週間の家事・育児時間 

 

【市子ども・子育て支援に関するニーズ調査】 

母親 64 時間 18 分 

父親 15 時間 10 分 

（2018 年度） 

〇男性が介護休暇を取得することについて 

「積極的に取得するべきである」と考える人の割合 

【市政に関する意識調査】 

35.5％ 

（2018 年度） 

〇市役所における男性の育児休業等取得率 

育児休業、部分休業、育児短時間勤務のいずれかを 

取得した男性職員の割合 

16.1％ 

（2019 年度） 

４ 

〇25 歳から 44 歳までの女性の就業率 

【就業構造基本調査】 

74.2％ 

（2017 年度） 

〇職場における男女の平等感 

「平等」と感じる人の割合 

【市政に関する意識調査】 

女性 17.3% 

男性 23.5％ 

（2018 年度） 

５ 
〇地域における諸団体の長への女性の就任率 

 

21.1％ 

（2019年 7月 1日） 

≪中長期的な参考指標≫ 

社会全体で見た場合の男女の地位が平等になっていると思う人の割合 

現状値：  13%（女性 9.2％、男性 18.8％）【2019 年度市政に関する意識調査】  
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６ 計画期間 

令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。  

 

７ 計画の推進 

(1) 推進体制と進行管理 

① 庁内の推進体制  

庁内の推進組織である「福岡市男女共同参画推進協議会」（会長：市長、副会長：市

民局男女共同参画部所管の副市長、委員：全事業管理者及び全局・区長等、幹事：関

係部長）において、基本計画の進捗状況を定期的に把握するとともに、庁内の連携強

化を図り、本市の男女共同参画推進施策を総合的かつ効果的に実施します。  

また、あらゆる施策が男女共同参画の視点をもって展開されるよう、事務局の企画

立案機能を高めるとともに、総合的な調整機能の強化を図ります。  

 

② 男女共同参画審議会  

市長の附属機関として設置している「福岡市男女共同参画審議会」（以下、「男女審

議会」という。）は、市長の諮問に応じ、本市の男女共同参画の推進に関する基本的か

つ総合的な施策及び重要事項について調査・審議し、市長に答申するほか、必要と認

められる事項について市長に意見を述べます。  

 

③ 施策に対する苦情への対応 

条例第 26 条に基づき、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参

画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民から苦情が寄せられた場合、

市長は、男女審議会の意見を聞いたうえで、必要に応じて適切な措置を講じます。  

 

④ 基本計画の進行管理と推進状況の公表  

市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を男女審議会に報告し、意見及

び評価を受けて基本計画の進行管理を行います。また、条例第 12 条に基づき、実施状

況及びその評価を年次報告書にまとめ、市民に毎年公表します。  

 

 

 

 

 

 

 

               事業への反映  
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(2) 拠点施設、区役所の役割 

あらゆる施策が男女共同参画の視点をもって展開され、地域において男女共同参画

が広く市民に浸透していくうえで、拠点施設であるアミカス、区役所が果たす役割は

次のとおりです。  

 

① 拠点施設「男女共同参画推進センター・アミカス」の役割  

アミカスは、条例第 25 条で、「市が男女共同参画の推進に関する施策を実施し、  

及び市民等による取組を支援するための拠点施設」と位置付けられています。  

 拠点施設として、多様な選択を可能にする意識啓発、社会経済情勢の変化や新たな

市民ニーズに対応した学習機会の提供、相談事業、及び図書事業等の諸事業を実施す

るほか、様々な分野の団体や市民グループ等との連携・共働を推進し、市民の自発的

な活動を積極的に支援していきます。  

今後一層充実を図る機能は次のとおりです。  

 

◆あらゆる人が共感できる男女共同参画の推進  

男女共同参画についての市民の意識がより浸透し、一人ひとりの行動につながる

ようライフステージに応じた取組みを実施します。特に、男女共同参画社会の形成

が男性にとっても生きやすい社会となることへの理解を深め、男性の家事・育児へ

の参画を促進するため、男性自身の意識啓発を目的とした講座や、若年層が共感で

きる取組みを進めます。  

同時に、男性の家庭や地域への参画を推進するため、働きやすい職場づくりを目

的とした講演会など、企業におけるワーク・ライフ・バランス推進に向けた啓発を

進めます。  

また、市内全域からの交通利便性が高い天神地区など、アミカス外での地域関係

者への講座・セミナー等の開催について検討します。  

 

◆地域支援の充実  

公民館、校区の自治協議会や男女共同参画推進組織等に対する情報提供、「男女共

同参画推進サポーター」等の研修講師の派遣など、区の男女共同参画担当部署とも

連携しながら、地域の取組みへの支援を充実します。  

 

◆市民グループの育成・支援  

男女共同参画のまちづくりや男性の家事・育児への参画促進、女性の活躍推進な

ど、市民グループの専門性を活かし、男女共同参画の機運を醸成する活動に対して、

経済的支援、広報への協力等を行います。  

また、市民グループ相互のネットワークづくりや情報交換、交流の機会提供に努

めます。  
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◆相談機能の充実  

夫婦、家族、職場の人間関係の悩みや、生き方、性格、労働、貧困などの生活上

の悩みなど、幅広い相談に応じるために相談機能の充実・強化を図るとともに、「女

性に対する暴力相談」、「男性のための相談ホットライン」などを活用しながら、配

偶者暴力相談支援センターや、区保健福祉センターなど関係機関との連携を強化し

ます。  

 

◆広報・啓発  

男女共同参画に関する広報、啓発のため、広報誌やホームページ等により男女共

同参画に関する情報をタイムリーかつ分かりやすく提供します。  

また、拠点施設として、男女共同参画に関する基礎知識、情報を館内に効果的に

掲示し、アミカスに来館した市民が男女共同参画について学べる環境づくりに努め

ます。  

 

◆女性のチャレンジ支援事業の充実  

働く女性を対象に、キャリアアップや能力向上に向けたセミナーなどを実施する

とともに、女性が出産・育児や介護などのライフイベントを経ても、希望に応じた

働き方が選択できるよう、起業支援の充実や、就業、スキルアップに向けた講座を

実施するなど、女性の様々なチャレンジに対して支援を行います。  

 

◆総合的な企画調整機能  

福岡市の男女共同参画を推進する拠点として、市民グループや地域と連携・共働

しながら事業を実施しているアミカスは、市民からのニーズや事業の効果等につい

て、直接感じ、把握できる立場にあります。  

今後は、そうしたニーズ等に対応したより効果的・効率的な事業の企画・立案を

はじめとする総合的な企画調整機能を一層強化するなど、拠点施設としてのレベル

アップを図り、福岡市の男女共同参画を強力に推進していきます。  

 

② 地域の男女共同参画推進における区役所の役割  

区役所は、身近な地域の総合行政機関として市民生活に欠かせない様々なサービス  

を提供するとともに、区の特性や課題を踏まえたまちづくりの拠点としての役割を 

果たしています。区及び校区における男女共同参画を推進するうえでも、地域に密着

した支援の窓口として次のような役割を果たします。  

全市的な男女共同参画推進の動きと区の特性や現状を踏まえながら、校区の取組み  

状況を把握し、先進的取組みや課題解決の事例に関する情報を各校区が共有できるよ

う努めます。  

また、関係部署が連携して、男女共同参画推進活動が校区全体の取組みとして行わ  

れ、意思決定過程に男女が共に参画し、男女共同参画の視点に立った地域の自治が行  
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われるよう支援します。  

 

(3) 多様な主体との連携・共働 

① NPO、事業者等との連携・共働  

男女共同参画社会の実現には、行政だけでなく市民や事業者の主体的な取組みが不  

可欠です。多様化、複雑化する市民のニーズや地域課題に適切に対応していくため、

教育機関、市民グループ、ＮＰＯ、企業、マスメディア等との連携・共働を進め、地

域に根ざした身近な情報発信を行うとともに、多様な主体が持つ専門性や実践的ノウ

ハウ等を活かした取組みを進めます。 

働き方を見直し、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進やあらゆる 

人が共感できる男女共同参画を進めるには、今後特に企業への働きかけが必要であり、

商工会議所をはじめとする業界団体や、先進的な取組みを実施している企業との連携

に努めます。  

  

② 自治協議会等との連携・共働  

男女共同参画を推進する活動が市民的広がりを持つためには、地域におけるまちづ  

くりのパートナーである自治協議会との連携・共働が重要です。  

地域での男女共同参画推進活動は、これまで、区及び校区男女共同参画推進組織(女 

性協議会、後に男女共同参画協議会)を中心に展開されてきました。現在、校区推進組

織は自治協議会の一員として活動し、「男女共同参画に関する事業」は自治協議会が行

う「まちづくり基本事業」に位置づけられています。  

男女共同参画が地域に広く浸透し、校区が男女共同参画の視点に立って運営される  

ためには、男女共同参画推進活動が、推進組織のみの活動にとどまらず、自治協議会

全体の取組みにまで広がっていくことが望まれます。  

自治協議会等と市が目標を共有し、それぞれの役割と責任を果たしながら、地域に  

おける男女共同参画を推進していけるよう、さらに連携を深めていきます。  

 

③ 国・県等との連携  

男女共同参画社会基本法は、地方公共団体に、男女共同参画社会の形成に関して、  

国の施策に準じた施策を実施することを求めています。このため、国や福岡県の動向

を的確に把握し、本市の男女共同参画に関する諸施策に反映させていきます。  

また、福岡県と北九州市、久留米市、福岡市の間で情報共有に努めるとともに、他  

の政令指定都市とも大都市に共通の課題等について情報交換に努め、基本計画を効果

的に推進します。  
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基本目標１ あらゆる年代・性別で男女共同参画意識が浸透した社会 

（目指す姿） 

あらゆる年代・性別の市民が、自らの意思で多様な生き方を選択できるととも

に、他の人の異なる考えや生き方をも尊重しながら、家庭、地域、職場、学校な

ど、あらゆる場でその個性と能力を十分に発揮できる社会を目指します。 

 

 令 和 元（ 2019）年 度 の「 市 基 本 計 画 の 成 果 指 標 に 関 す る 意 識 調 査 」に お い て 、「 男 は 仕 事 、

⼥ は 家 庭 を 守 る べ き 」と い う 男 ⼥ の 固 定 的 な 役 割 分 担 意 識 の 解 消 度（「 そ う 思 わ な い 」、「 ど

ち ら か と い え ば そ う 思 わ な い 」と 回 答 し た ⼈ の 割 合 ）は 、男 性 が 68.2％ と な っ て お り 、平

成 26（ 2014） 年 度 の 60.9％ か ら 改 善 の 兆 し が ⾒ え て い ま す 。  

し か し 、 ⼥ 性 の 76.5％ と ⽐ べ る と 8.3 ポ イ ン ト 低 く 、 年 代 を 追 う ご と に 減 少 し 、 特 に 、

70 代 以 上 で は 51.2％ に ま で 低 下 し て い ま す 。こ の よ う な 意 識 の 差 は 、年 代 ご と に 学 校 等 で

受 け て き た 教 育 、 家 庭 や 社 会 で の 体 験 等 の 違 い に よ り ⽣ じ た も の と 考 え ら れ 、 改 め て ⼩ ・

中 学 校 に お け る 男 ⼥ 平 等 教 育 の 重 要 性 が 浮 き 彫 り に な っ て い ま す 。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ う 思 う  

ど ち ら か と
い え ば そ う
思 う            

ど ち ら か と
い え ば そ う
思 わ な い       そ う 思 わ な い      

 
無 回 答  

「男は仕事，女は家庭を守るべきである」という考え方について【性・年代別】 

  資料： 令和元年度 福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査  
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※ １ 「 そ う 思 う 」「 ど ち ら か と い え ば そ う 思 う 」 の 合 計  
※ 2「 そ う 思 わ な い 」「 ど ち ら か と い え ば そ う 思 わ な い 」 の 合 計  

『

そ
う

思

う
』

『

そ

う

思

わ

な

い
』

24.6 72.8
21.1 76.5
15.0 85.0
12.3 87.7
15.9 82.8
22.7 75.9
18.1 79.3
15.5 82.6
31.8 63.2
29.3 68.2
10.0 90.0
14.5 85.5
17.7 81.0
26.7 71.7
26.5 71.0
27.5 69.8
44.5 51.2

※1 ※2
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⼀ ⽅ で 、男 ⼥ 共 同 参 画 意 識 を 持 つ 若 年 層 に お い て も 、意 識 に ⾏ 動 が 伴 わ な い 場 合 も 多 く 、

ま た 、 そ も そ も 男 ⼥ 共 同 参 画 に 対 し て 無 関 ⼼ な ⼈ も ⼀ 定 数 い る も の と 考 え ら れ る た め 、 今

後 は 、 ⾼ 齢 者 層 と 併 せ て 、 進 学 、 就 職 、 結 婚 、 ⼦ 育 て 、 介 護 な ど 、 そ れ ぞ れ の ラ イ フ ス テ

ー ジ に 応 じ 、 防 災 や ⼦ 育 て 、 職 業 選 択 な ど 、 ⾝ 近 で 共 感 の 得 ら れ る テ ー マ で 取 組 み を 推 進

し て い き ま す 。  

こ う し た 取 組 み に 、 よ り 実 効 性 を 持 た せ る た め に は 、 学 校 や Ｐ Ｔ Ａ を は じ め と す る 関 係

機 関 ・ 団 体 、 特 に 、 各 校 区 に ⾃ 治 協 議 会 が あ り 、 地 域 活 動 の 場 と し て 公 ⺠ 館 が 設 置 さ れ て

い る と い う 福 岡 市 の 特 ⾊ を ⽣ か し 、 地 域 と の 連 携 ・ 協 ⼒ に よ り 、 実 施 し て い く 必 要 が あ り

ま す 。  

 さ ら に 、 男 ⼥ 共 同 参 画 に 関 す る 市 ⺠ の 国 際 理 解 を 深 め る た め 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ を は じ め と す る

国 際 的 な ジ ェ ン ダ ー 平 等 に 関 す る 情 報 や 学 習 機 会 の 提 供 に 努 め る と と も に 、 交 流 等 を 通 じ

て 、 異 な る ⽂ 化 や 習 慣 に つ い て の 相 互 理 解 を 促 進 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会全体で見た場合の男女の地位の平等感 

資料：平成 30 年度 市政に関する意識調査  
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基本目標２ あらゆる暴力が根絶されるとともに、誰もが安心して暮らせる社会 

（目指す姿） 

配偶者からの暴力、セクシュアルハラスメント、性犯罪など女性への暴力をはじめ

とするあらゆる暴力が根絶されるとともに、貧困、高齢、障がい等により困難を抱え

る人が安心して暮らせる社会を目指します。 

 

誰 も が 安 ⼼ し て 暮 ら せ る 社 会 を ⽬ 指 す た め に は 、 配 偶 者 等 か ら の 暴 ⼒ （ Ｄ Ｖ ）、 セ ク シ

ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト 、 性 犯 罪 等 の あ ら ゆ る 暴 ⼒ を 根 絶 す る と と も に 、 国 籍 や 年 齢 、 性 の 違

い 、 障 が い の 有 無 等 に 関 わ ら ず 、 す べ て の ⼈ 権 が 尊 重 さ れ 、 多 様 性 を 認 め 合 う こ と が 重 要

で す 。  

あ ら ゆ る 暴 ⼒ の 被 害 者 の 多 く は ⼥ 性 で あ り 、 背 景 に は 男 ⼥ の 固 定 的 な 役 割 分 担 意 識 、 男

⼥ の 社 会 的 地 位 や 経 済 的 な 格 差 等 が あ り ま す 。  

平 成 30（ 2018） 年 度 の 「 市 政 に 関 す る 意 識 調 査 」 に お い て 、 配 偶 者 等 か ら 暴 ⼒ （ ⾝ 体

的 、 精 神 的 、 性 的 ） を 受 け た 際 に 実 際 に 取 っ た ⾏ 動 は 、 男 ⼥ と も に 「 が ま ん し た 」 割 合 が

最 も ⾼ く 、 相 談 で き る 窓 ⼝ を 「 知 ら な い 」 と 答 え た ⼈ も ２ 割 を 占 め て い ま す 。 こ の こ と か

ら 、 Ｄ Ｖ 被 害 を 相 談 す る こ と に 躊 躇 す る ⽅ や 相 談 で き る 窓 ⼝ を 知 ら な い ⽅ が い る こ と が 考

え ら れ ま す 。 Ｄ Ｖ 被 害 が 深 刻 化 す る 前 に 、 相 談 か ら 保 護 ・ ⾃ ⽴ に ⾄ る ⽀ 援 を ⾏ う た め に

は 、 相 談 窓 ⼝ の 広 報 ・ 啓 発 に 取 り 組 む と と も に 、 被 害 者 に 寄 り 添 っ た 切 れ ⽬ の な い ⽀ 援 を

⾏ っ て い く 必 要 が あ り ま す 。  

将 来 的 に Ｄ Ｖ の 被 害 者 ・ 加 害 者 を ⽣ ま な い た め に は 若 年 層 か ら Ｄ Ｖ 予 防 教 育 を ⾏ う こ と

が 重 要 で あ り 、 学 校 と 連 携 し な が ら 中 学 ⽣ や ⾼ 校 ⽣ 世 代 の ⼦ ど も 達 に 「 デ ー ト Ｄ Ｖ （ 交 際

相 ⼿ か ら の 暴 ⼒ ）」 防 ⽌ 教 育 を ⾏ い ま す 。  

Ｄ Ｖ が 起 き て い る 家 庭 で は ⼦ ど も に 対 す る 暴 ⼒ が 同 時 に ⾏ わ れ て い る 場 合 が あ り 、 ま た

⼦ ど も の 前 で パ ー ト ナ ー 間 で 暴 ⼒ を 振 る う こ と （ ⾯ 前 Ｄ Ｖ ） は ⼦ ど も へ の ⼼ 理 的 虐 待 に あ

た る な ど 、 Ｄ Ｖ は 児 童 虐 待 と 密 接 な 関 連 が あ る と ⾔ わ れ て い ま す 。 令 和 2（ 2019） 年 ６ ⽉

公 布 の 改 正 DV 防 ⽌ 法 で は Ｄ Ｖ 被 害 者 の 相 談 ⽀ 援 を ⾏ う 機 関 と 相 互 に 連 携 ・ 協 ⼒ す べ き 関

係 機 関 と し て 児 童 相 談 所 が 明 確 化 さ れ て お り 、 今 後 、 Ｄ Ｖ 被 害 者 ⽀ 援 と 児 童 虐 待 対 応 と の

連 携 を 強 化 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
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配偶者から暴力を受けた経験 

暴力を受けて，実際はどう行動したか 

  資料： 平成 30 年度 市政に関する意識調査  

  資料： 平成 30 年度 市政に関する意識調査  

0.0 25.0 50.00.025.050.0
（％）

男 性 （ｎ＝８７７）女 性 （ｎ＝１，３８６）

何度もされた 1・2度された

命の危険を感じるぐらいの暴力を

ふるう

（％）

命の危険を感じる程では

ないが何らかの暴力をふるう

あなたが話しかけても

長い間無視する

あなたを大声でどなる

あなたに「誰のおかげで生活できるん

だ」、「かいしょうなし」などと言う

あなたが大切にしているものを捨てた

り、こわしたりする

あなたの外出先や携帯電話、メール、

郵便物などを細かくチェックする

あなたが社会活動や仕事をすることを

いやがる（させない）

生活費を渡さない

あなたに借金をさせる

あなたの意に反して性行為を強要する

あなたが見たくないのにポルノ雑誌・

ビデオを見せる

避妊に協力しない

中絶を強要する

0.44.6

4.713.0

女性のみの項目3.6

26.5 28.8

36.5 26.2

16.1 8.3

8.8 7.1

9.5 8.6

3.710.6

1.810.3

1.86.5

2.916.0

4.0 0.3

1.99.6
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ま た 、 ⼥ 性 は 正 規 労 働 に 就 き に く く 、 ⽣ 活 上 の 困 難 に 陥 り や す い 状 況 に あ り ま す 。 ひ と

り 親 家 庭 等 へ の ⽀ 援 を は じ め 、 他 機 関 と 連 携 し な が ら 就 労 ⽀ 援 や 能 ⼒ 向 上 機 会 の 提 供 等 を

⾏ っ て い く 必 要 が あ り ま す 。  

⼈ ⽣ 100 年 時 代 を 迎 え 、 ⽣ 涯 を 通 じ て 健 康 で 豊 か な ⽣ 活 を 送 る こ と が で き る よ う 、 性

差 な ど を 踏 ま え た ⼼ ⾝ 及 び 健 康 に つ い て の 正 確 な 知 識 ・ 情 報 の 提 供 、 ⽣ 活 習 慣 病 予 防 や 各

種 検 診 の 受 診 を 推 進 す る と と も に 、 ⼥ 性 の 就 業 者 の 増 加 や 定 年 延 ⻑ 、 平 均 寿 命 の 伸 ⻑ 等 に

伴 い 多 様 化 し て い る ⼥ 性 の 健 康 問 題 へ の 対 応 が 求 め ら れ ま す 。  

さ ら に 、 多 様 性 を 認 め 合 う 共 ⽣ 社 会 の 実 現 を ⽬ 指 し 、 性 的 マ イ ノ リ テ ィ 当 事 者 及 び そ の

家 族 に 対 す る ⽀ 援 を ⾏ う と と も に 、 市 ⺠ が 性 的 指 向 や 性 ⾃ 認 に 関 す る 正 し い 理 解 と 認 識 を

深 め る た め の 啓 発 を ⾏ う こ と が 必 要 で す 。 
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基本目標３ 仕事と生活の調和が実現した社会 

（目指す姿） 

従来の働き方が制度・意識の両面から改善され、誰もが働く場における責任を果

たすとともに、多様な働き方の選択などにより、仕事と生活の調和を図りながら、

家事・育児、介護、地域活動などにおいて責任と充実感を分かち合い、男女が共に

暮らしやすい社会を目指します。 

 

働 く ⼈ の 置 か れ た 個 々 の 事 情 に 応 じ 、 多 様 な 働 き ⽅ を 選 択 で き る 社 会 を 実 現 し 、 ⼀ ⼈ ひ

と り が 健 康 で よ り よ い 将 来 の 展 望 を 持 て る よ う に す る こ と を ⽬ 指 し て 働 き ⽅ 改 ⾰ が 進 む 中 、

残 業 が 減 る な ど 働 き や す く な っ た と 感 じ る 労 働 者 も 増 え て お り 、 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン

ス の 実 現 に 向 け た 取 組 み が 成 果 を 上 げ て い ま す 。  

⼀ ⽅ で 、平 成 30（ 2018）年 度 の「 市 政 に 関 す る 意 識 調 査 」で は 、共 働 き で あ る・な い に

か か わ ら ず 、主 に 家 事 を 担 っ て い る と 回 答 し た ⼥ 性 は 約 8 割 に 達 し 、育 児 に つ い て も ⼥ 性

が 主 に 分 担 す る な ど 、 依 然 と し て 家 事 ・ 育 児 が ⼥ 性 に 偏 っ て い る 状 況 が う か が え ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ま た 、男 性 の 育 児 休 業 の 取 得 に つ い て は 、低 ⽔ 準 で は あ る も の の 上 昇 傾 向 に あ り ま す が 、

⺠ 間 調 査 に よ る と 、育 児 休 業 を 取 得 し た 男 性 の ３ ⼈ に １ ⼈ が 、１ ⽇ に ２ 時 間 以 下 し か 家 事・

育 児 を し て い な い と い う 、 い わ ゆ る 「 と る だ け 育 休 」 が 問 題 に な る な ど 、 そ の 中 ⾝ ・ 質 の

向 上 が 課 題 と な っ て い ま す 。  

ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 推 進 は 、 ⼥ 性 だ け で な く 男 性 に も 優 し い 社 会 へ と つ な が る

も の で あ り 、 変 化 し つ つ あ る 男 性 の 意 識 を さ ら に 向 上 さ せ 、 ⾏ 動 の 変 容 へ と つ な げ て い く

た め 、 家 事 ・ 育 児 、 さ ら に は 介 護 等 の 家 庭 ⽣ 活 に 加 え 、 地 域 活 動 等 に お い て も 、 男 性 が 積

主

に

自

分

自

分

と

配

偶

者

（

パ
ー

ト

ナ
ー

）

が

同

じ

く

ら

い

主

に

配

偶

者
（

パ
ー

ト

ナ
ー

）

主

に

配

偶

者
（

パ
ー

ト

ナ
ー

）

以

外

の

家

族 家

族

以

外

の

人

に

依

頼 あ

て

は

ま

ら

な

い

　

無

回

答

全体 49.5 12.1 35.3 1.1 0.3 0.8 1.0
⼥性計 82.6 10.5 3.4 1.3 0.4 0.6 1.3
共働きである 80.5 13.6 2.5 1.3 0.4 1.1 0.4
共働きでない 85.3 6.5 4.5 1.1 0.3 − 2.3
男性計 4.5 14.1 78.6 0.9 0.2 1.0 0.7
共働きである 4.1 19.2 74.9 0.4 0.4 1.1
共働きでない 4.9 9.7 81.9 1.3 1.0 1.3

⼥性

男性

配偶者（パートナー）がいる家庭の役割分担（家事） 

  資料： 平成 30 年度 市政に関する意識調査  
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極 的 な 役 割 を 果 た す よ う 、 地 域 や 市 ⺠ 団 体 、 企 業 な ど と 連 携 し な が ら 取 組 み を 進 め ま す 。  

ま た 、 企 業 に と っ て 、 優 秀 な ⼈ 材 の 確 保 、 定 着 、 意 欲 の 向 上 、 最 終 的 に は 業 績 の 向 上 へ

と 結 び つ い て い く も の と 考 え ら れ 、⼤ き な メ リ ッ ト が あ り ま す 。令 和 元（ 2019）年 度 の「 市

⼥ 性 活 躍 推 進 に 関 す る 事 業 所 等 実 態 調 査 」 に お い て 、 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス に つ い て

の 市 内 事 業 所 の 認 知 度 は 、 62.9％ に 留 ま っ て い る も の の 、 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス を 推

進 す る た め の 取 組 み の 必 要 性 に 対 す る 意 識 は ５ 年 前 の 前 回 調 査 か ら ⼤ 幅 に 増 加 し て お り 、

機 運 が ⾼ ま っ て い る 状 況 に あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今 後 、 育 児 や 介 護 に 加 え 、 ダ ブ ル ケ ア や 本 ⼈ の 病 気 治 療 な ど 、 仕 事 と の 両 ⽴ の ⽀ 援 を 要

す る 様 々 な 理 由 を 抱 え た 労 働 者 が 増 え る こ と も 予 想 さ れ る 中 、 多 様 で 柔 軟 な 働 き ⽅ を 選 択

で き る よ う 、 企 業 へ の 働 き か け な ど の 啓 発 を 進 め て い く こ と が 必 要 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業におけるワーク・ライフ・バランスの認知度 

企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の必要性の認識度 

  資料：令和元年度 福岡市女性活躍推進に関する事業所等実態調査 

    平成 26 年度 福岡市女性労働実態調査  
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基本目標４ 働く場において女性が能力を発揮して活躍できる社会 

（ ⽬ 指 す 姿 ）  

男 ⼥ の 待 遇 や 教 育 、 昇 進 等 の 機 会 が 均 等 に 確 保 さ れ る な ど 、 企 業 に お い て ⼥ 性 活 躍 の 取

組 み が 進 み 、 ⼥ 性 が そ れ ぞ れ に 望 む キ ャ リ ア パ ス を 描 い て 働 き 続 け る こ と が で き る 職 場 環

境 が つ く ら れ 、 男 ⼥ が そ の 能 ⼒ を 発 揮 す る こ と で 企 業 活 動 も 活 性 化 し 、 活 ⼒ あ る 社 会 を ⽬

指 し ま す 。  

 

 平 成 29（ 2017） 年 の 「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 に お け る 25 歳 か ら 44 歳 ま で の ⼥ 性 の 就 業

率 は 74.2％ で 、平 成 24（ 2012）年 調 査 の 70.3％ と ⽐ 較 し て 3.9 ポ イ ン ト 増 加 し て い ま す 。

法 制 ⾯ の 整 備 が 進 ん だ こ と な ど も あ り 、い わ ゆ る M 字 カ ー ブ は 着 実 に 解 消 さ れ つ つ あ り ま

す が 、 結 婚 、 出 産 等 を 機 に 仕 事 を 中 断 し 、 そ の 後 、 ⾮ 正 規 で 就 労 す る ⼥ 性 が 多 く な っ て い

ま す 。 ⾮ 正 規 雇 ⽤ が ⼥ 性 側 の 多 様 な ニ ー ズ に 応 え て い る と い う ⾯ も あ り ま す が 、 正 規 雇 ⽤

を 望 ん で も 、 い っ た ん 離 職 す る と 正 規 で の 雇 ⽤ が 難 し い の が 実 情 で す 。  

 ま た 、令 和 元（ 2019）年 度 の 市 ⼥ 性 活 躍 推 進 に 関 す る 事 業 所 等 実 態 調 査 に お い て 、⼥ 性

活 躍 の 取 組 み を 「 進 め て い る 」 と 回 答 し た 事 業 所 は 45.6％ で 、「 進 め て い な い 」 の 45.3％

と ほ ぼ 同 率 に な っ て お り 、 企 業 に お け る 対 応 の 遅 れ が ⽬ ⽴ っ て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀ ⽅ で 、昇 進 し た い と 考 え る ⼥ 性 の 割 合 に お い て 、男 性 の 66.9％ に 対 し 、36.2％ と ⼤ き

な 差 が ⾒ ら れ る な ど 、 ⼥ 性 ⾃ ⾝ の 意 識 に も 課 題 が あ る こ と が う か が わ れ ま す 。 こ う し た 状

況 の 中 で 、企 業 等 に お け る ⼥ 性 の 管 理 職 割 合 は 11.3％ に と ど ま る な ど 、⼥ 性 の 能 ⼒ の 発 揮

は ⼗ 分 と は ⾔ え な い 状 況 で あ り 、働 く 場 に お け る 男 ⼥ 間 格 差 は 未 だ に 解 消 さ れ て い ま せ ん 。 

 

 

 

 

 

 

女性活躍の取組みを進めている事業所の割合 

  資料：令和元年度 福岡市女性活躍推進に関する事業所等実態調査  
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⼥ 性 が 働 き 続 け ら れ る 環 境 整 備 に 向 け た 企 業 へ の 働 き か け や 、 ⼥ 性 活 躍 を 推 進 す る 事 業

者 、 業 界 に 対 す る ⽀ 援 、 ⼥ 性 リ ー ダ ー 育 成 に 向 け た 企 業 の 先 進 事 例 に 関 す る 講 演 等 を ⾏ う

と と も に 、 ⼥ 性 の 意 識 改 ⾰ に 向 け た 研 修 や 、 能 ⼒ 向 上 の た め の 講 座 を 実 施 す る な ど 、 ⼥ 性

が ⾃ 信 を も っ て ⾃ ら の キ ャ リ ア パ ス を 描 け る よ う 、 企 業 に お け る ⼈ 材 育 成 の ⽀ 援 を 充 実 さ

せ ま す 。  

 ま た 、 労 働 関 係 情 報 の 提 供 や 就 業 意 識 の 啓 発 、 再 就 職 ⽀ 援 を ⾏ う ほ か 、 趣 味 や 特 技 を ⽣

か し た 「 プ チ 起 業 」 か ら 、 本 格 的 な 会 社 の 設 ⽴ ま で 、 様 々 な レ ベ ル で の 起 業 を ⽀ 援 す る な

ど 、 ⼥ 性 の ラ イ フ ス タ イ ル や ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ た 多 様 な 働 き ⽅ を ⽀ 援 す る 取 組 み を 進

め て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員における昇進意向 

  資料：令和元年度 福岡市女性活躍推進に関する事業所等実態調査  
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基本目標５ あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会 

（ ⽬ 指 す 姿 ）  

市 の 審 議 会 等 委 員 、 市 役 所 の 管 理 職 な ど の ⼥ 性 ⽐ 率 が ⼀ 層 ⾼ ま り 、 市 の 政 策 ・ ⽅ 針 決 定

過 程 に 男 ⼥ が 共 に 参 画 す る と と も に 、地 域 に お い て は 、諸 団 体 の ⻑ へ の ⼥ 性 の 就 任 が 進 み 、

男 ⼥ 共 同 参 画 の 視 点 を も っ て 、 ⾝ 近 な 暮 ら し の 場 で の 地 域 課 題 の 解 決 に 取 り 組 む こ と に よ

り 、 様 々 な ⽴ 場 を 考 慮 し た 政 策 等 の ⽴ 案 ・ 実 施 が 可 能 に な る 社 会 を ⽬ 指 し ま す 。  

 

 世 界 経 済 フ ォ ー ラ ム 「 Global Gender Gap Report2020」 に よ る と 、 我 が 国 の 男 ⼥ 共 同 参

画 の 国 際 的 な 指 標 の ⼀ つ で あ る GGI（ ジ ェ ン ダ ー・ギ ャ ッ プ 指 数 ）は 153 か 国 中 121 位 で

過 去 最 低 と な り ま し た 。特 に 、政 治 分 野 が 144 位 、経 済 分 野 が 115 位 で 、国 会 議 員 や 官 僚 、

企 業 に お け る 管 理 職 等 の 男 ⼥ 格 差 が ⼤ き い こ と が 要 因 と な っ て い ま す 。  

 こ の よ う な 中 、平 成 30（ 2018）年 ５ ⽉ に「 政 治 分 野 に お け る 男 ⼥ 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す

る 法 律 」 が 公 布 ・ 施 ⾏ さ れ 、 ⼥ 性 の 参 画 促 進 に 向 け た 法 整 備 が 進 ん で い ま す 。  

 福 岡 市 で は 、第 ３ 次 基 本 計 画 の 数 値 ⽬ 標 と し て 、令 和 ２（ 2020）年 度 ま で に ⼥ 性 委 員 の

い な い 審 議 会 等 の 解 消 、審 議 会 等 委 員 へ の ⼥ 性 参 画 率 40％ 、市 役 所 に お け る ⼥ 性 管 理 職 ⽐

率 15％ 程 度 を 設 定 し 、 取 組 み を 進 め て き ま し た 。  

⼥ 性 委 員 の い な い 審 議 会 等 は 、平 成 28（ 2016）年 度 に 解 消 さ れ た も の の 、審 議 会 等 に お

け る ⼥ 性 委 員 の 参 画 率 は 、 令 和 元 （ 2019） 年 ８ ⽉ １ ⽇ 現 在 35.4％ （ ※ 令 和 ２ 年 に 要 修 正 ）

に と ど ま り 、 ⽬ 標 に は 届 き そ う に あ り ま せ ん 。  

市 役 所 に お け る ⼥ 性 管 理 職 ⽐ 率 に つ い て は 、令 和 ２（ 2020）年 ５ ⽉ １ ⽇ 現 在 で 15.5％ と

⽬ 標 に 到 達 し た も の の 、 ⼀ 層 の 取 組 み が 求 め ら れ て い ま す 。 ま た 、 地 域 に お け る 諸 団 体 の

⻑ へ の ⼥ 性 就 任 ⽐ 率 は 、 ⽇ 常 的 な 地 域 活 動 へ の ⼥ 性 の 活 発 な 参 画 に ⽐ し て 、 21.1％ と い う

低 い 数 値 に な っ て お り 、⼥ 性 が「 ⻑ 」と い う ⽴ 場 に ⽴ つ こ と を 阻 害 す る 、社 会 通 念 、慣 ⾏ 、

偏 っ た 意 識 や 制 度 等 や ⼥ 性 ⾃ ⾝ の 意 識 の 問 題 が あ る も の と 考 え ら れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市の審議会等委員への女性の参画状況の推移 

平成 27～30 年度：６月１日現在 

令和元年度：８月１日現在  
資料：市民局男女共同参画課  
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役職者（係長級以上）

管理職（課長級以上）

(%)

福岡市職員における女性の割合の推移 

　　　年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

95.2 93.2 95.2 90.5 91.2 149 134 89.9

令和元年度

　　団体名
女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

女性の

割合

（％）

10

総数

（人）

女性数

（人）

女性の

割合

（％）

自治協議会（自治連合会）（※） 2.0 2.0 4.0 4.7 6.7 6.7

公民館長 21.9 23.3 24.7 24.7 25.9

150

青少年育成連合会（※） 27.5 26.2 30.2 28.7 28.7 151 42 27.8

147 39 26.5

11 7.4交通安全推進委員会（※） 4.8 6.1 5.4 6.0

6.8 7.4 9.4 10.0体育振興会（※）

1488.1

6.7

ごみ減量・リサイクル推進会議（※） 16.2 16.1 16.2 18.0 16.6 157 28 17.8

7.3151 11

21.2人権尊重推進協議会（※） 13.7 13.2 19.4 20.8 21.1

社会福祉協議会 27.6 30.3 30.3 29.5 33.3

146 31

8.5老人クラブ連合会

146 51 34.9

6.3 7.7 7.9 8.6

子ども会育成連合会 45.7 43.6 46.5 44.8 42.2 86 37 43.0

11.7137 16

9 6.3市立小学校ＰＴＡ 7.0 4.9 3.5 4.9

市立中学校ＰＴＡ 2.9 4.3 6.0 4.3 4.5

143

67.3地区民生委員・児童委員協議会

69 5 7.2

70.668.3 69.7 68.8

合計 18.4 18.2 19.7 20.1 20.5

10967.3

5.9

（参考）男女共同参画協議会

1,740 367 21.1%

77

地域における諸団体の長等への女性の参画状況（福岡市）  （各年７月１日現在） 

※団体の名称は各校区により異なるため，一般的に使用されている名称を記載している  
 （「自治連合会」は「自治協議会」未設立校区のみカウント）  
                          資料：市民局男女共同参画課  

注 １：採 用 者 の数 は、人 事 委 員 会 が実 施 する採 用 試 験 （上 級 、中 級 及 び初 級 ）の一 般 行 政 職  
（ただし、学 校 事 務 、文 化 財 専 門 職 及 び化 学 技 術 は除 く） 
注 ２：採 用 者 の数 は採 用 年 度 ベース。平 成 31 年 度 については５月 １日 現 在 の数  
注 ３：職 員 数 及 び役 職 者 数 は５月 １日 現 在 の数  
※旧 県 費 負 担 教 職 員 除 く                                   資 料 ：総 務 企 画 局 人 事 課  

(年 度 ) 
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 政 策 ・ ⽅ 針 決 定 過 程 に は 、 ⼥ 性 を は じ め と す る 多 様 な 視 点 の 反 映 が 必 要 で あ り 、 審 議 会

等 へ の ⼥ 性 の 参 画 率 向 上 を 図 る た め 、 き め 細 か な 対 応 を 充 実 さ せ る と と も に 、 ⼥ 性 職 員 が

政 策 ⽴ 案 業 務 に 積 極 的 に 参 画 で き る よ う 、 キ ャ リ ア 形 成 ⽀ 援 や ⻑ 時 間 労 働 を 前 提 と し な い

働 き ⽅ の 徹 底 な ど 、 ⼥ 性 が 活 躍 で き る 環 境 づ く り を 進 め て い き ま す 。  

 ま た 、 ま ち づ く り の 共 働 パ ー ト ナ ー で あ る ⾃ 治 協 議 会 に お い て も 、 男 ⼥ 共 同 参 画 協 議 会

等 を は じ め 、 地 域 の 様 々 な 場 で 活 動 し て い る ⼥ 性 に 学 習 や 交 流 の 機 会 を 提 供 す る な ど 、 地

域 の ⾃ 主 性 を 尊 重 し 、 共 感 を 得 な が ら 、 意 思 決 定 過 程 へ の ⼥ 性 の 参 画 を 進 め て い き ま す 。  



◆男⼥共同参画基本計画（第４次） 体系図（案）

基本⽬標

1 学校教育における男⼥平等教育の推進

2 教育に携わる者への研修の充実

3
 男⼥共同参画推進センターにおける取組の推進
男⼥共同参画推進センターにおける男⼥共同参画に関する啓発、学習機会の
提供及び情報発信

4  拠点施設としての⽀援の充実

5 区役所、⼈権啓発センターにおける取組みの推進

6 公⺠館における取組みの推進

7 男⼥共同参画に関する調査・研究

8 男⼥共同参画に関する広報と情報提供

9 市⺠団体、ＮＰＯ等との連携・共働

10 報道機関との連携

11  市⺠団体、ＮＰＯ、⾃治協議会等との連携・共働

12  ⼤学との連携

13  報道機関との連携

14
地域の主体性を尊重した男⼥共同参画の推進と男⼥共同参画協議会等の活動
⽀援

15 ⾃治協議会等を中⼼とした男⼥共同参画意識の浸透

4
男⼥共同参画の視点に⽴った地域防災
の推進

16 男⼥共同参画の視点に⽴った防災事業

17 男⼥平等に関する国際理解の推進

18  在住外国⼈⼥性への⽀援
国際理解・交流の推進

2

 男⼥共同参画推進センターを中⼼とし
 た
男⼥共同参画推進センター等からの啓
発・学習の全市的展開

5

施策の⽅向 具体的施策

Ⅰ
あ
ら
ゆ
る
年
代
︑
性
別
で
男
⼥
共
同
参
画
意
識
が
浸
透
し
た
社
会

3  市⺠等との連携・共働の推進

3
地域における男⼥共同参画意識の浸透
と活動⽀援

1 男⼥平等教育の推進

統合

統合

１ 学校教育における男⼥平等教育の推進に統合

基本⽬標
Ⅵより

基本⽬標Ⅱへ
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基本⽬標 施策の⽅向 具体的施策

19 配偶者等からの暴⼒防⽌に向けた意識啓発

20 相談体制の充実

21 保護体制の充実

22 被害者の⾃⽴のための⽀援

23 関係団体との連携

24 セクシュアル・ハラスメント等の防⽌に向けた広報・啓発

25 市職員のセクシュアル・ハラスメントの防⽌

26 教育現場におけるセクシュアル・ハラスメントの防⽌

27 相談の充実

28 性犯罪被害の防⽌及び犯罪被害者への⽀援

29 ⻘少年に対する⽀援、意識啓発

30 ⺟性の社会的重要性に関する認識の浸透

31 妊娠・出産に関する健康管理の⽀援

32 ライフステージに応じた⼼⾝の健康管理の⽀援

33
性的マイノリティ当事者やその家族等に対する⽀援
 性的マイノリティの理解の促進と⽀援

34 市⺠や企業等に対する教育・啓発

34 ひとり親家庭等への⽀援の充実

35 ⾼齢者、障がい者等が安⼼して暮らすための⽀援

36 経済的な困難を抱えた⼈への⾃⽴⽀援

37 在住外国⼈への⽀援

4
多様性を認め合う共⽣社会の実現
 多様な性のあり⽅への理解の促進

Ⅱ
 
あ
ら
ゆ
る
暴
⼒
が
根
絶
さ
れ
る
と
と
も
に
，
誰
も
が
安
⼼
し
て
暮
ら
せ
る
社
会

5
貧困、⾼齢、障がい等により困難を抱
えた⼥性等が安⼼して暮らせる環境の
整備

1

配偶者等からの暴⼒被害者の⽀援およ
び暴⼒の未然防⽌
 配偶者等からの暴⼒の防⽌及び被害者
 の保護

2
セクシュアル・ハラスメント等及び性
犯罪の防⽌

3 ⽣涯にわたる健康⽀援

新規

基本⽬標Ⅰより
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基本⽬標 施策の⽅向 具体的施策

38 企業等への啓発及び取組⽀援

39 育児・介護休業制度等に関する広報と情報提供

40  仕事と⽣活の調和のとれた⽣き⽅の普及

41 市役所における意識啓発

42 男性への意識啓発と，家庭⽣活や地域活動への参画促進

43 男性相談の充実

44  男性への意識啓発と，家庭⽣活や地域活動への参画促進

45  ⽣活的⾃⽴のための様々な学習機会の提供

46  男性相談の充実

47 多様なニーズに対応した保育サービス等の充実

48 ⼦育て⽀援の充実

49 介護⽀援の充実

50 企業 等への啓発及び取組⽀援

51  企業の⼥性活躍推進の取組⽀援

52 働く⼥性の 能⼒向上キャリアアップ⽀援

53 働く⼥性への労働に関する広報と情報提供

54 相談の充実

55 農林⽔産業の分野における⼥性の参画促進

56  働く⼥性の能⼒向上、キャリアアップ⽀援

57  働く⼥性への労働に関する広報と情報提供

58  相談の充実

59 就業意識の啓発と職業能⼒の向上

60 ⼥性の起業⽀援

61 再就職の⽀援

Ⅲ
 
仕
事
と
⽣
活
の
調
和
が
実
現
し
た
社
会

1
仕事と⽣活の調和
（ワーク・ライフ・バランスの推進）

2 ⼦育て・介護⽀援の充実

2    男性の家庭・地域への参画促進

Ⅳ
 
働
く
場
に
お
い
て
⼥
性
が
能
⼒
を
発
揮
し
て
活
躍
で

き
る
社
会

1
 企業における
働く場における⼥性活躍推進の⽀援

2

2  働く⼥性への⽀援

⼥性の就業・起業⽀援

統合

統合

基本⽬標Ⅴより

⽂⾔修正

⽂⾔修正

統合

37



基本⽬標 施策の⽅向 具体的施策

62 審議会等への⼥性の参画促進

63 市役所における男⼥共同参画の推進

64 政治分野における⼥性の参画促進

65 ⾃治協議会等への⼥性役員の参画促進

66 地域の⼥性リーダー育成と活躍⽀援

67  企業における⼥性の参画促進

68  農林⽔産業の分野における⼥性の参画促進

69  地域における⼥性の参画促進

70
 地域の主体性を尊重した男⼥共同参画の推進と男⼥共同参画協議会等の活動
 ⽀援

71  ⾃治協議会等を中⼼とした男⼥共同参画意識の浸透

72  ⾃治協議会等への⼥性役員参画促進

73  地域の⼥性リーダー育成と活躍⽀援

3
 男⼥共同参画の視点に⽴った地域防災
 の推進

74  市⺠への意識啓発

Ⅴ
 
あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
過
程
に

男
⼥
が
共
に
参
画
す
る
多
様
性
に

富
ん
だ
社
会

1
市の政策・⽅針決定過程への⼥性の参
画促進

3
 あらゆる分野の意思決定過程への⼥性
 の参画促進

2
地域活動の⽅針決定過程への⼥性の参
画促進

Ⅵ
  
 地
 域
 に
 お
 い
 て
 男
 ⼥

 が
 共
 に
 ⽀
 え
 あ
 い
︑
 安

 全
 ・
 安
 ⼼
 で
 住
 み
 よ
 い
 地

 域
 社
 会
 を
 ⽬
 指
 し
 ま
 す

1
 地域における男⼥共同参画意識の浸透
 と活動⽀援

2  地域活動の⽅針決定過程への⼥性の参画

基本⽬標Ⅰへ

基本⽬標Ⅴへ

基本⽬標Ⅰへ

⽬標４へ

基本⽬標Ⅳへ

基本⽬標Ⅳへ

基本⽬標Ⅵより

新規

基本⽬標Ⅰ

に統合
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